
岡山県子ども災害見舞金支給要綱 

                           
 
 
（目的） 

第１条 この要綱は、岡山県の区域内で発生した災害により被害を受けた子どもを養
育している者に対し、子ども災害見舞金（以下「見舞金」という。）を支給するこ
とにより、家庭等における子どもの生活の安定に寄与し、その健やかな成長に資す
ることを目的とする。 

 
（受給者の責務） 

第２条 見舞金の支給を受けた者は、見舞金が前条の目的を達成するために支給され
るものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない。 

 
（定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定
めるところによる。 

（１）子ども １８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者 
（２）施設入所等児童 次に掲げる子どもをいう。 
  ア 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第１項第３号の規定によ

り同法第６条の３第８項に規定する小規模住居型児童養育事業（以下「小規模
住居型児童養育事業」という。）を行う者又は同法第６条の４に規定する里親
（以下「里親」という。）に委託されている子ども（内閣府令で定める短期間
の委託をされている者を除く。） 

イ 児童福祉法第２４条の２第１項の規定により障害児入所給付費の支給を受け
て若しくは同法第２７条第１項第３号の規定により入所措置が採られて同法第
４２条に規定する障害児入所施設（以下「障害児入所施設」という。）に入所
し、若しくは同法第２７条第２項の規定により同法第６条の２の２第３項に規
定する指定発達支援医療機関（以下「指定発達支援医療機関」という。）に入
院し、又は同法第２７条第１項第３号若しくは第２７条の２第１項の規定によ
り入所措置が採られて同法第３７条に規定する乳児院、同法第４１条に規定す
る児童養護施設、同法第４３条の２に規定する児童心理治療施設若しくは同法
第４４条に規定する児童自立支援施設（以下「乳児院等」という。）に入所し
ている子ども（当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者及び内閣
府令で定める短期間の入所をしている者を除く。） 

ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年
法律第１２３号）第２９条第１項若しくは第３０条第１項の規定により同法第
１９条第１項に規定する介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法
（昭和２４年法律第２８３号）第１８条第２項若しくは知的障害者福祉法（昭
和３５年法律第３７号）第１６条第１項第２号の規定により入所措置が採られ
て障害者支援施設（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律第５条第１１項に規定する障害者支援施設をいう。以下同じ。）又はのぞ
みの園（独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成１４年
法律第１６７号）第１１条第１号の規定により独立行政法人国立重度知的障害
者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。以下同じ。）に入所している子
ども（内閣府令で定める短期間の入所をしている者を除き、子どものみで構成
する世帯に属している者（父又は母がその子である子どもと同一の施設に入所
している場合における当該父又は母及びその子である子どもを除く。）に限る。） 

  エ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第３０条第１項ただし書の規定に
より同法第３８条第２項に規定する救護施設（以下「救護施設」という。）若
しくは同条第３項に規定する更生施設（以下「更生施設」という。）に入所し、
又は売春防止法（昭和３１年法律第１１８号）第３６条に規定する婦人保護施
設（以下「婦人保護施設」という。）に入所している子ども（内閣府令で定め
る短期間の入所をしている者を除き、子どものみで構成する世帯に属している
者（父又は母がその子である子どもと同一の施設に入所している場合における
当該父又は母及びその子である子どもを除く。）に限る。） 

 
 



（支給対象となる災害） 
第４条 見舞金の支給対象となる災害は、岡山県の区域内で発生した暴風、豪雨、豪
雪、洪水、高潮、地震、津波、落雷その他異常な自然現象による災害とする。この
うち、暴風及び豪雨による被災については、原則として次の基準に達したものを見
舞金の支給の対象とする。ただし、この基準に達しない場合においても、当該災害
により当該災害が発生した区域以外の岡山県の区域において第６条に規定する支給
対象者に該当する者が出た場合は、当該事案の内容を個々に検討し支給する。 

 
 
（支給対象となる被害） 

第５条 見舞金の支給対象となる被害は、現に自己の生活の本拠として住居の用に供
している建物の全壊、大規模半壊、半壊、又は床上浸水とする。 

 
（支給対象者） 

第６条 支給対象者は、第４条の災害により被災した日（以下「被災日」という。）
において、前条の被害を受けた次の各号に掲げる者とする。 

（１）第４条の災害により被災した世帯（以下「被災世帯」という。）であって、被
災日において被災建物に居住し、子どもを養育している世帯の世帯主又は当該世
帯主から見舞金の申請及び受領の委任を受けた同一世帯の者 

（２）子どもが就学、療養等の事由により当該世帯と離れて生活し、住民票を異動し
ている被災世帯で、被災日において子どもが当該世帯に養育されている事実を書
類により確認できたものは当該世帯の世帯主又は当該世帯主から見舞金の申請
及び受領の委任を受けた同一世帯の者 

（３）施設入所等児童が被災した場合には、当該児童が委託されている小規模住居型
児童養育事業を行う者若しくは里親又は施設入所等児童が入所若しくは入院を
している障害児入所施設、指定発達支援医療機関、乳児院等、障害者支援施設、
のぞみの園、救護施設、更生施設若しくは婦人保護施設の設置者（以下「施設等
受給資格者」という。） 

（４）その他知事が特に必要と認めた者 
２ 前項の規定により支給対象者となる者が死亡等により申請することができない
ときは、被災日においてその者と同一世帯に属していた者は知事が定める方法に
より申請するものとする。また、世帯全員が死亡したときはこれを支給しない。 

３ 第１項第３号の場合において、同項第１号又は第２号の規定にかかわらず、当
該施設入所等児童の親権者には見舞金を支給しないものとする。 

 
（被害の認定） 

第７条 第５条の被害の程度、被災日等の被害の認定は、市町村が発行する罹災証明
によるものとする。 

 
（世帯の認定） 

第８条 住民票等により被災日において子どもが当該世帯に存すると認められる場合
は、知事は、当該世帯を第６条第１項の規定により支給対象となる世帯と認定する
ものとする。 

 
（見舞金の支給） 

第９条 知事は、見舞金を予算の範囲内で支給する。 
 
（見舞金の額） 

第 10 条 見舞金の額は、子ども一人当たり２万円とし、当該世帯の子どもの数に応じ
て支給する。この場合において、次に掲げる者は、支給の算定において、当該世帯

 区 分         基              準       

 暴 風  最大風速（平均最大風速）が１５ｍ以上のもの 

 豪 雨 
 最大２４時間雨量が８０㎜以上のもの。ただし、最大２４時間雨量が

８０㎜未満であっても時間雨量等が特に大きいものを含む。 



の子どもの数に含めることはできないものとする。 
（１）被災日において出生していない子ども 
（２）見舞金の支給の申請時において生存していない子ども 
 
（支給の制限） 

第 11 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、見舞金の全部又は一部を支給しな
いことができる。 

（１）被害を受けた建物に正当な権原によらないで居住していたとき 
（２）当該災害が被災者又は申請者の故意又は重大な過失によるものであるとき 
（３）前二号に定めるもののほか、知事が支給することが不適当と認めたとき 
 
（見舞金の申請期間） 

第 12 条 見舞金の支給の申請期間は、被災日から１２月を経過する日までとする。た
だし、知事が別に定めるときは、この限りではない。 

 
（見舞金の申請） 

第 13 条 第６条に掲げる支給対象者（施設等受給資格者を除く。）が見舞金の支給を
受けようとする場合には、子ども災害見舞金支給申請書（様式第１号）に次に掲げ
る書類を添付し、知事に提出しなければならない。この場合において、添付書類は
複写も可とする。 

（１）市町村の発行した罹災証明 
（２）金融機関の振込口座の内容が分かる通帳の写し 
（３）運転免許証など申請者本人であることが確認できる書類 
（４）世帯全員の住民票 
（５）その他知事が必要と認める書類 
２ 施設等受給資格者が見舞金の支給を受けようとする場合には、施設等受給資格者
用子ども災害見舞金申請書（様式第２号）に前項第１号から第３号に掲げる書類を
添付し、知事に提出しなければならない。この場合において、添付書類は複写も可
とする。 

  
（見舞金の支給決定等） 

第 14 条 知事は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、適当と
認めるときは、見舞金の支給決定を行うものとする。この場合において、見舞金の
支給決定通知は、子ども災害見舞金支給申請書において指定された振込口座への支
給をもって代えるものとする。 

 
（その他） 

第 15 条 この要綱の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。 
 
 
  
  附 則 
 この要綱は、平成３０年１２月２１日から施行し、平成３０年７月豪雨以降に生じ
た災害（第４条の災害に該当するものに限る。）について適用する。 


